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廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

国
の
責
務
の
明
確
化
等

一

国
は
、
地
方
公
共
団
体
の
責
務
が
十
分
に
果
た
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
広
域
的
な
見
地
か
ら
の
調
整
を
行
う
と
と
も
に
、

都
道
府
県
知
事
が
行
う
産
業
廃
棄
物
に
係
る
事
務
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
、
職
員
の
派
遣
そ
の
他
の
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
に
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
条
第
三
項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
関
係
）

二

環
境
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
知
事
の
意

見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
条
の
二
第
三
項
関
係
）

三

都
道
府
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査
に
関
す
る
事
務
は
、
生
活
環
境
の
保
全
上
特
に
必
要
が

あ
る
と
環
境
大
臣
が
認
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十

四
条
の
三
関
係
）

第
二

廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
計
画
の
策
定

環
境
大
臣
は
、
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
事
業
の
計
画
的
な
実
施
に
資
す
る
た
め
、
基
本
方
針
に
即
し
て
、
五
年
ご
と
に
、

当
該
事
業
に
お
け
る
投
資
の
重
点
化
及
び
効
率
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
留
意
し
つ
つ
、
当
該
事
業
の
実
施
の
目
標
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及
び
概
要
を
定
め
る
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
計
画
の
案
を
作
成
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る

こ
と
。
（
第
五
条
の
三
及
び
第
五
条
の
四
関
係
）

第
三

事
業
者
の
一
般
廃
棄
物
処
理
の
委
託
に
係
る
措
置

事
業
者
は
、
そ
の
一
般
廃
棄
物
の
処
理
を
他
人
に
委
託
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
一
般
廃
棄
物
処
理
業
者
等
に
委
託
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第

六
条
の
二
第
六
項
及
び
第
七
項
関
係
）

第
四

廃
棄
物
処
理
業
及
び
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
の
手
続
等
の
適
正
化

一

廃
棄
物
処
理
業
の
許
可
の
有
効
期
間
の
適
正
化

廃
棄
物
処
理
業
の
許
可
の
更
新
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
許
可
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
に
そ
の

申
請
に
対
す
る
処
分
が
さ
れ
な
い
と
き
は
、
従
前
の
許
可
は
、
当
該
期
間
の
満
了
後
も
そ
の
処
分
が
さ
れ
る
ま
で
の
間
は

、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
七
条
第
三
項
、
第
四
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
、
第
十
四
条
第
三

項
、
第
四
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
並
び
に
第
十
四
条
の
四
第
三
項
、
第
四
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
関
係
）

二

廃
棄
物
処
理
業
及
び
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
の
欠
格
要
件
の
追
加



- 3 -

廃
棄
物
処
理
業
及
び
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
の
欠
格
要
件
と
し
て
、
廃
棄
物
処
理
業
等
の
許
可
の
取
消
し
の

処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
の
規
定
に
よ
る
聴
聞
の
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら
当
該
処
分
を
す
る
日
又
は
処
分
を
し
な
い
こ
と

を
決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
廃
棄
物
処
理
業
等
の
事
業
の
全
部
の
廃
止
の
届
出
を
し
た
者
（
当
該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て

相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
）
で
当
該
届
出
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
等
を
追
加
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
第
五
項
第
四
号
ホ
及
び
へ
、
第
八
条
の
二
第
一
項
第
四
号
並
び
に
第
十
四
条
第
五
項
第
二
号
イ
関
係
）

三

廃
棄
物
処
理
業
及
び
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
の
取
消
し
の
処
分
の
一
部
の
覊
束
行
為
化

廃
棄
物
処
理
業
及
び
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
欠
格
要
件
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と

き
又
は
違
反
行
為
等
を
し
情
状
が
特
に
重
い
と
き
若
し
く
は
事
業
停
止
等
の
処
分
に
違
反
し
た
と
き
は
、
市
町
村
長
又
は

都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
許
可
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
七
条
の
四
、
第
九
条
の
二
の

二
、
第
十
四
条
の
三
の
二
（
第
十
四
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
十
五
条
の
三
関
係
）

第
五

廃
棄
物
処
理
業
等
の
許
可
に
係
る
特
例

一

環
境
省
令
で
定
め
る
廃
棄
物
の
広
域
的
な
処
理
を
行
い
、
又
は
行
お
う
と
す
る
者
（
当
該
処
理
を
他
人
に
委
託
し
て
行

い
、
又
は
行
お
う
と
す
る
者
を
含
む
。
）
は
、
当
該
処
理
の
内
容
、
当
該
処
理
を
行
い
、
又
は
行
お
う
と
す
る
者
（
そ
の
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委
託
を
受
け
て
当
該
処
理
を
行
い
、
又
は
行
お
う
と
す
る
者
を
含
む
。
）
及
び
そ
の
者
が
有
す
る
施
設
が
環
境
省
令
で
定

め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
環
境
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
当
該
認
定
を
受

け
た
者
（
そ
の
委
託
を
受
け
て
当
該
認
定
に
係
る
処
理
を
業
と
し
て
行
う
者
を
含
む
。
）
は
、
廃
棄
物
処
理
業
の
許
可
を

受
け
な
い
で
、
当
該
認
定
に
係
る
廃
棄
物
の
処
理
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
九
条
の
九

及
び
第
十
五
条
の
四
の
三
関
係
）

二

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
者
は
、
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
と
同
様
の
性
状

を
有
す
る
一
般
廃
棄
物
と
し
て
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
を
そ
の
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
、
あ
ら

か
じ
め
、
そ
の
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
一
般
廃
棄
物
の
種
類
等
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
と
き
は
、
一
般
廃

棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
を
受
け
な
い
で
、
そ
の
処
理
施
設
を
当
該
一
般
廃
棄
物
を
処
理
す
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施

設
と
し
て
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
五
条
の
二
の
四
関
係
）

第
六

報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査
に
係
る
規
定
の
拡
充

市
町
村
長
若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
又
は
環
境
大
臣
は
、
廃
棄
物
で
あ
る
こ
と
の
疑
い
の
あ
る
物
に
つ
い
て
報
告
の
徴
収

及
び
立
入
検
査
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
環
境
大
臣
は
、
廃
棄
物
（
廃
棄
物
で
あ
る
こ
と
の
疑
い
の
あ
る
物
を
含
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む
。
）
を
輸
出
し
た
者
に
つ
い
て
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
（
第
十
八
条
並
び
に
第
十
九

条
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
）

第
七

措
置
命
令
等
の
規
定
の
整
備

廃
棄
物
処
理
基
準
に
適
合
し
な
い
廃
棄
物
の
処
分
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
、

又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
の
当
該
支
障
の
除
去
等
の
措
置
の
命
令
及
び
当
該
措
置
に
係
る
行
政
代
執

行
に
要
し
た
費
用
の
徴
収
の
対
象
者
に
つ
い
て
、
第
五
の
一
の
廃
棄
物
の
広
域
的
処
理
に
係
る
特
例
の
創
設
等
に
伴
い
所
要

の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。
（
第
十
九
条
の
四
、
第
十
九
条
の
四
の
二
、
第
十
九
条
の
六
及
び
第
十
九
条
の
七
関
係
）

第
八

罰
則

廃
棄
物
の
不
法
投
棄
及
び
不
法
焼
却
の
未
遂
罪
を
新
設
す
る
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
罰
則
に
つ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。
（
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
及
び
第
三
十
二
条
関
係
）

第
九

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
の
施
行
期
日
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
関
係
）
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三

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
第
二
の
制
度
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
う
と
と
も
に

、
新
法
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
新
法
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果

に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
五
条
関
係
）

四

廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
緊
急
措
置
法
を
廃
止
す
る
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

（
附
則
第
六
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
関
係
）


